
札幌市はISO14001の認証を
取得しています。

さっぽろ市
21－3－12

03－Ｂ09－09－16
使用しています
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引っ越しシーズンに向けて 食品表示を確認して
安心な食生活を

食
の
安
全

i 食の安全推進課b622-5170

皆さんは食品を購入するときに食品表示
を確認していますか？　食品表示には食
品をおいしく安全に食べるための情報が満載です。しっかり確
認して、食の安全への理解を深めましょう。

　⚓月下旬～⚔月
上旬は窓口が混雑
するため、次の期
間中、区役所での
住所変更などの受
付時間を延長しま
す（篠路・定山渓出

延長日時⚓月ùĀ日捷～⚔月⚒日晶、⚔月⚕日
捷午前⚘時ûü分～午後⚗時。
対象業務転入届、転出届、住民票・印鑑証明
などの証明発行、印鑑登録、戸籍届、外国人
登録申請など
i 市コールセンターb222-4894

　水道の使用開始・中止の届け出は、水道局
電話受付センターにご連絡ください。ファク
スやホームページからも届け出ができます。

電話受付時間午前⚘時～午後⚙時（年中無休）
i 水道局電話受付センターb211-7770
c211-7777
ホームページ　www.city.sapporo.jp/suido/
c01/c01third/05.html

張所、各まちづくりセンターは通常通り）。
月曜と金曜は特に混雑しますので、混雑時を
避けてご利用をお願いします。

引っ越したときは水道局へ届け出を

住所変更などの届け出窓口を延長

洋菓子名称
小麦粉、砂糖、植物油脂（大
豆油含む）、鶏卵、香料

①原材料名

250グラム　内容量
10.3.31②賞味期限
10℃以下で保存③保存方法
㈱○○食品（札幌市○区○条
○丁目○－○）

　製造者

材料や添加物が重量の
多い順に並んでおり、
アレルギー物質である
主要7品目※は必ず表
示されています。

【食品表示の一例】①原材料名

※小麦、卵、乳、エビ、カニ、
そば、落花生

消費・賞味期限は、保存方法
を守ったときの期限です。つ
い見落としがちな「保存方法」
を正しく実行することで、お
いしく安全に食を楽しめます。

③保存方法
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消費期限は、安全に食べられる期
限。品質の劣化が早い食品に記載
します。賞味期限はおいしく食べ
られる期限。記載日を過ぎてもす
ぐに食べられなくなるわけではあ
りません。

②消費期限と賞味期限

　　　　上記7品目以外
のアレルギー物質は表示
されないことがあるため、
注意が必要です。

注意！


